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安全な乾燥きのこ類加工品の供給等について 
 

日頃より、森林行政の推進について御協力をいただき厚くお礼申しあげま

す。 

 さて、今般、食品中の放射性物質の基準値を超える「乾燥きのこ粉末」が   

流通していたことが確認されました。 
このことについては、先に平成２６年９月１２日付けの通知により周知した

ところですが、再度、徹底を図るため、下記のとおり通知します。 
記 

１ 乾燥きのこ類をさらに粉末にして販売する場合、食品の基準値はこの粉末

の状態に対して適用されます。 
２ 原料の乾燥きのことしては、安全性に問題がないものの、粉末製品になる

ことにより、食品の基準値を超過する場合があり得ることを考慮する必要が

あります。 
３ 乾燥きのこ類加工品を出荷販売する場合は、事前に自主検査し、基準値以

下であることを確認してから出荷販売するよう、各林業事務所・支所と協力

の上、生産者や直売所等への周知等の再徹底を図ることについて、御配慮く

ださるようお願いいたします。 
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